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報告第７号 

 

 

長岡市・与板町合併協議会の組織体制について 

 

 

長岡市・与板町合併協議会の組織体制について、別紙のとおり報告す

る。 

 

平成１７年１月２６日提出 

 

長岡市・与板町合併協議会 

会長 森  民 夫 
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長岡市・与板町合併協議会組織体制 

 

組織体系図 
 
 

 

 

 
 
 
  
 
合併協議会の役割               事務局の役割 
・両市町の合併に関する協議       ・協議会、小委員会及び幹事会の会議に関する事務 
・新市建設計画の作成                       ・協議会、小委員会及び幹事会の協議資料の作成に          
・その他両市町の合併に関し必要な事務     関する事務  
                   ・協議会、小委員会及び幹事会の庶務に関する事務 
幹事会の役割 ・広報及び広聴に関する事務 
・協議会に提案する事項の協議・調整 ・その他協議会の運営に関し必要な事務 
・分科会の進行管理に関する事務         
・その他協議会の運営に関し必要な事務       分科会の役割 
   ・協議会の担任事務についての専門的な協議・調整 
              

協議事案・関係資料等の提出 
事務局 （１０人） 

 

職員：事務局長、事務局

次長、事務局員

構成：両市町から職員を

派遣 

    （長岡市９人、 

与板町１人） 
専門的な調査・検討の指示 

合併協議会 （委員１５人） 

            

行政側 ： 首長（２人） 

助役（２人）   

議会側 ： 議長及び議員   （４人） 

民間等 ： 住民代表      （４人） 

２市町共通学識経験者     （３人） 

 

小委員会 必要に応じて設置する。 

会 議 開 催

等に関する

一般事務 

首長会議 

幹事会（４人） 

構成：長岡市の助役、与板町の助役  

    長岡市の理事、与板町の合併 
担当課長 

 役員：幹事長 1 人及び副幹事長 1 人 

調整方針案等の提出 

分科会（３２分科会） 

       

構成：両市町の担当課長及び課員 

会 議 開 催

等に関する

一般事務 

会 議 開 催

等に関する

一般事務 

オブザーバー（５人） 

中之島町、越路町、

三島町、山古志村及

び小国町 


